
年 月 日（決算期未到来の新設法人は創業年月日）

財務要件（要件の区分ごとに判定結果を記入すること）

※数値は、 内のみ入力すること。

判定

繰越利益剰余金
千円

繰越利益剰余金がプラス

繰越利益剰余金がマイナス

千円 千円 千円 千円 千円

＝ ▲ ＋ ＋ ＋

＊欠損判定額が▲の場合は欠損あり

欠損なし

欠損比較額 千円 資本金の額 千円

欠損あり |（Ａ）|　＞ ＝

流動資産 千円 流動負債 千円 比率（Ｂ） （Ｂ）≧　７５％

／ ＝ ％ （Ｂ）＜　７５％  

③資本金の額 資本金 純資産合計

千円 千円

資本金の額≧２０，０００千円　および　純資産合計≧４０，０００千円  

資本金の額＜２０，０００千円　または　純資産合計＜４０，０００千円

・

・

記載要領
①欠損 ・

・

・

②流動比率 ・
・

③資本金の額 ・
・

特定建設業の許可（業種追加、更新を含む）を受けるには、建設業法第１５条第３号の規定に基づ
き、審査基準となる決算期（許可申請日の直近の決算期）財務諸表で、上記の要件を全て満たしてい
なければならない。

「資本金」は、貸借対照表の純資産の部　Ⅰ流動資産　(1)資本金の額を記載すること
「純資産合計」は、貸借対照表の純資産の部の純資産合計の額を記載すること

特定許可建設業者が、許可更新時の直近決算において要件を満たしていない場合、一般許可への切り
替えが必要となる。

「繰越利益剰余金」は、貸借対照表の純資産の部　Ⅰ株主資本　(4)利益剰余金の繰
越利益剰余金の額を記載すること

「資本剰余金」は、貸借対照表の純資産の部　Ⅰ株主資本　(3)資本剰余金の資本剰
余金合計の額とすること

「その他利益剰余金」は、貸借対照表の純資産の部　Ⅰ株主資本　(4)利益剰余金の
その他利益剰余金の準備金及び積立金を合計した額を記載すること

「流動資産」は、貸借対照表の資産の部　Ⅰ流動資産の流動資産合計の額を記載すること
「流動負債」は、貸借対照表の負債の部　Ⅰ流動負債の流動負債合計の額を記載す

×２０％

②流動比率

（Ａ）　　≧　　０円

欠損あり |（Ａ）|　≦

欠損判定額（Ａ）
繰越利益剰余金

の損失額
資本剰余金 利益準備金

その他利益

剰余金

決 算 期

要件の区分（単位：千円、▲はマイナス）

①欠損

特定建設業者の財務審査票（法人用）

商 号

許可番号 群馬県知事（特・般－  ）第 　　　　   号


